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管
理
協
（
（
社
）
高
層
住
宅
管

理
業
協
会
）
は
四
月
一
日
、
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
（
東
日
本
大

震
災
）
で
被
災
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン

の
被
害
状
況
調
査
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
結
果
を
発
表
し
た
。 ８

割
以
上
が
ほ
ぼ
損
傷
な
し 
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調
査
は
目
視
に
よ
る
一
次
診

断
で
、
東
北
六
県
の
会
員
二
十
五

社
が
業
務
委
託
す
る
千
五
百
九

十
八
管
理
組
合
・
九
万
三
千
三
十

一
戸
が
対
象
で
、
建
替
え
が
必
要

と
さ
れ
る
致
命
的
被
害
の
「
大

て
お
り
、
兵
庫
県
内
の
マ
ン
シ
ョ

ン
の
う
ち
、
「
大
規
模
復
旧
ま
で

至
ら
ず
」
が
千
七
百
四
十
八
棟

で
、
全
体
の
八
八
・
一
㌫
を
占
め

て
い
た
。
「
要
大
規
模
復
旧
」
は

二
百
十
棟
（
十
・
六
㌫
）
、
建
替

え
が
必
要
と
さ
れ
た
「
取
り
壊

し
」
は
二
（
一
・
三
㌫
）
だ
っ
た
。

阪
神
と
比
べ
る
と
、
今
回
の
震
災

で
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
受
け
た
被

害
は
軽
微
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う

だ
。 ま

た
管
理
協
は
東
北
支
部
に

「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
災

害
対
策
本
部
」
の
設
置
を
発
表
し

た
。
安
否
確
認
等
に
追
わ
れ
、
建

物
調
査
ま
で
手
が
回
ら
な
い
会

員
会
社
の
要
請
に
応
じ
、
被
災
マ

ン
シ
ョ
ン
に
一
・
二
級
建
築
士
や

マ
ン
シ
ョ
ン
維
持
修
繕
技
術
者

を
派
遣
し
、
被
害
状
況
調
査
を
実

施
す
る
。 

ま
た
、
被
災
管
理
組
合
か
ら
の

相
談
専
用
窓
口
も
開
設
し
た
。
専

門
の
相
談
員
が
対
応
す
る
。 

開
設
時
間
は
平
日
午
前
十
時

～
午
後
五
時
。 
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「中
破
」、 

％ 

東
日
本
大
震
災
に
伴
い
、(

財)

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー
で

も
三
月
十
四
日
か
ら
震
災
関
係

の
相
談
窓
口
を
開
設
し
た
。
地
震

被
害
に
あ
っ
た
管
理
組
合
か
ら

相
談
に
対
応
す
る
一
方
、
計
画
停

電
に
関
す
る
相
談
も
受
け
付
け

る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
や
一
級

建
築
士
資
格
を
持
つ
セ
ン
タ
ー

職
員
が
相
談
内
容
に
応
じ
て
対

応
す
る
。 

三
月
二
十
四
日
現
在
で
十
件

程
度
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
、
相
談

東日本大震災

マ

ン

シ

ョ

ン

管
理
セ
ン
タ
ー

 

《
教
え
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
さ
ん
》

質
問管

理
費
等
を
滞
納
し
て
い
る

組
合
員
が
い
ま
す
。
請
求
を
続
け

て
い
れ
ば
時
効
に
な
ら
な
い
と

聞
き
ま
し
た
が
、
そ
う
で
し
ょ
う

か
。 

 回
答 債

権
は
、
一
定
期
間
が
経
過
す

る
と
債
務
者
が
時
効
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
（
援
用
す
る
）
こ

と
に
よ
り
、
消
滅
し
ま
す
。
時
効

期
間
は
通
常
は
１
０
年
で
す
が
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
費
等
の
定

期
給
付
債
権
は
５
年
で
す
。
ち
な

み
に
飲
食
店
の
代
金
債
権
（
い
わ

ゆ
る
ツ
ケ
）
は
１
年
と
い
う
よ
う

に
、
短
期
の
時
効
債
権
も
あ
り
ま

す
。 と

こ
ろ
が
一
定
の
事
由
が
あ

り
ま
す
と
、
そ
の
経
過
し
た
時
効

期
間
が
振
り
出
し
に
も
ど
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

「
時
効
の
中
断
」
と
い
い
ま

す
。
裁
判
、
強
制
執
行
、
債

務
者
が
債
務
を
負
担
し
て
い

る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
な

ど
が
時
効
を
中
断
す
る
事
由

で
す
。 

請
求
も
時
効
を
中
断
し
ま

す
が
、
そ
の
請
求
か
ら
６
ヶ

月
以
内
に
、
裁
判
等
の
強
力

な
手
続
き
に
移
行
し
な
い
と

時
効
中
断
の
効
力
が
な
く
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
請
求
を

繰
り
返
し
て
い
て
も
時
効
は

中
断
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。 こ

れ
は
誤
解
の
多
い
と
こ

ろ
で
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

【東北地方太平洋沖地震・被災マンション調査結果】

破
」
は
な
か

っ
た
。
大
規

模
な
補
強
、

補
修
が
必
要

な
「
中
破
」

が
一
・
七
㌫
、

タ
イ
ル
の
剥

離
、
ひ
び
割

れ
等
の
「
小

破

」

が

十

七
・
三
㌫
。

外
観
上
ほ
と

ん
ど
影
響
が

な
い
と
判
断

さ
れ
た
「
軽

微

」

は

七

○
・
○
㌫
を

占
め
た
。（
グ

ラ
フ
参
照
）

管
理
協
で

は
阪
神
・
淡

路
大
震
災
で

も
同
様
の
調

査
を
実
施
し

の
中
に
は
事
実
関
係
は
明
ら
か
で

は
な
い
が
東
北
地
方
で
被
災
し
た

マ
ン
シ
ョ
ン
住
人
か
ら
「
市
の
応
急

危
険
度
判
定
員
か
ら
倒
壊
の
恐
れ

が
あ
る
と
言
わ
れ
、
ど
う
し
た
ら
良

い
の
か
困
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
相

談
も
あ
っ
た
と
い
う
。 

相
談
窓
口
の
開
設
は
平
日
午
前

九
時
三
十
分
か
ら
午
後
六
時
ま
で
。
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専
用
窓
口
開
設 

震
災
被
害
、
計
画
停
電
も

管理協

被

災

状

況

ヒ
ア
リ
ン
グ
続
報

1.7 
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編集後記 

やはり、震災の影響は、かなり小さかった模様。すばらしい。大規模復旧まで至らずが、８８．１％は、上出来

です。共用部分、専有部分のそれぞれに、地震保険に入っていた事を祈るのみです。 

時節柄、管理費の滞納が増えています。意図的なのか、住宅ローンの滞納まで及ぶ深刻な事態なのかは、見極め

が必要です。深刻な場合は、弊社のＨＰ＝「平成の徳政令」を参考に、慎重な対応を・・・ 

「
処
分
基
準
」
改
正
へ

国
土
交
通
省
不
動
産
業

課
は
三
月
一
日
、
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
業
者
の
違
反
行
為

に
対
す
る
監
督
処
分
基
準

の
一
部
改
正
案
を
発
表
し
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
た
。
昨
年
五
月
の
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法

施
行
規
則
改
正
内
容
に
監

督
基
準
を
合
わ
せ
た
形
で
、

新
設
で
は
修
繕
積
立
金
等

一
ヶ
月
分
未
満
の
保
証
措

置
違
反
は
業
務
停
止
十
五

日
、
月
次
組
合
会
計
収
支
書

面
の
未
作
成
は
業
務
停
止

七
日
、
未
交
付
は
指
示
処
分

と
し
て
い
る
。
意
見
募
集
は

三
月
三
十
日
ま
で
だ
っ
た

の
で
既
に
終
了
し
て
い
る
。

夏
前
に
改
正
す
る
方
針
。 

◇ 

監
督
処
分
基
準
は
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
法
に

基
づ
き
、
平
成
十
八
年
十
二

月
十
九
日
に
策
定
。
全
部
で

十
三
の
違
反
行
為
を
挙
げ

て
い
る
が
、
今
回
改
正
案
の

対
象
は
主
に
四
つ
の
違
反

行
為
に
限
定
さ
れ
る
。 

メ
ー
ン
は
「
財
産
の
分
別

管
理
業
務
違
反
」
。
省
令
は

収
納
口
座
と
保
管
口
座
を

分
離
す
る
「
イ
・
ロ
」
方
式

と
収
納
・
保
管
口
座
一
体
の

「
ハ
」
方
式
を
新
方
式
と
し

て
規
定
し
た
。 

「
イ
・
ロ
」
方
式
で
、
管

理
費
を
控
除
し
た
修
繕
積

立
金
等
残
金
を
翌
月
ま
で

に
収
納
口
座
か
ら
保
管
口

座
へ
移
し
変
え
な
い
と
業

務
停
止
三
十
日
。
旧
方
式
で

も
一
ヶ
月
超
の
移
換
義
務

違
反
は
三
十
日
だ
っ
た
。

新
設
の
保
証
額
違
反
で

は
、
「
イ
」
方
式
は
保
証
契

約
額
が
一
ヶ
月
分
未
満
の

修
繕
積
立
金
等
の
場
合
、

「
ロ
」
方
式
は
、
一
ヶ
月
分

の
管
理
費
用
充
当
額
に
満

た
な
い
場
合
、
ど
ち
ら
も
業

務
停
止
十
五
日
。
保
証
契
約

の
未
締
結
は
従
来
同
様
業

務
停
止
三
十
日
と
し
て
い

る
。 

◇ 

新
た
に
省
令
で
義
務
付

け
さ
れ
た
月
次
報
告
で
は
、

毎
月
管
理
組
合
の
会
計
収

支
報
告
状
況
を
書
面
で
作

成
し
、
翌
月
末
ま
で
に
管
理

者
等
へ
の
交
付
を
規
定
し

て
い
る
が
、
処
分
基
準
も
細

か
く
対
応
し
て
い
る
。 

書
面
の
一
部
未
記
載
・
事

実
と
異
な
る
記
載
は
指
示

書
分
。
管
理
者
等
へ
の
未
交

付
も
指
示
処
分
。
管
理
者
等

未
設
置
の
組
合
に
お
い
て

区
分
所
有
者
等
の
書
面
閲

国
土
交
通
省
は
分
譲
マ

ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
の
た
め

に
居
住
者
が
毎
月
積
み
立

て
て
い
く
「
修
繕
積
立
金
」

の
目
安
を
発
表
し
た
。
積
立

金
の
目
安
は
、
実
態
の
約
二

倍
程
度
に
当
た
る
一
平
方

メ
ー
ト
ル
当
た
り
月
二
〇

〇
円
前
後
だ
っ
た
。
販
売
時

に
積
立
金
が
低
め
に
設
定

さ
れ
、
数
年
か
ら
数
十
年
お

き
の
改
修
時
に
積
立
金
が

不
足
し
て
い
る
こ
と
が
背

景
に
あ
る
。
同
省
は
今
後
、
不

動
産
業
界
に
目
安
を
提
示
し
、

販
売
時
に
消
費
者
に
説
明
す

る
よ
う
求
め
る
方
針
だ
。 

同
省
は
八
十
四
の
マ
ン
シ

ョ
ン
の
実
例
を
調
べ
て
、
毎
月

の
積
立
額
の
目
安
を
算
出
し

た
。
同
省
が
示
し
た
積
立
金
の

目
安
に
よ
る
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン

全
体
の
延
べ
床
面
積
が
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
一
～

一
四
階
建
て
の
場
合
、
一
平
方

国土省

修
繕
積
立
金
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
関
し
て
は
、
紛
ら
わ
し
か
っ

た
表
現
が
修
正
さ
れ
た
。 

事
務
の
未
報
告
の
ケ
ー
ス

で
、
管
理
事
務
報
告
書
の
未
作

成
や
管
理
者
等
へ
の
未
交
付

も
あ
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
説

事
務
主
任
者
の
管
理
事
務
報

告
に
お
い
て
一
部
必
要
事
項

の
未
報
告
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
を
業
務
停
止
七
日
と
し
て

い
る
。 

◇ 

メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
平
均
月

額
は
２
１
８
円
だ
っ
た
。
五
千

～
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

で
は
２
０
２
円
、
一
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
で
は
、
１
７
８
円

だ
っ
た
。 

ま
た
、
二
十
階
建
て
以
上

の
場
合
は
外
壁
の
改
修
な
ど

に
お
金
が
か
か
る
こ
と
か

ら
、
積
立
額
の
目
安
は
月
平

均
で
２
０
６
円
だ
っ
た
。（
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞 
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最
大
で
月
額
㎡
当
た
り

円

一
部
内
容
明
確
化
も

国交省 改正規則との整合図る 

覧
請
求
に
対

す
る
非
協
力

も
指
示
処
分

と

し

て

い

る
。 

そ
の
他
自
己
財
産
や
他
組

合
財
産
と
の
分
別
管
理
に

関
し
、
未
措
置
を
指
示
処
分

と
し
た
。 

◇ 

そ
の
ほ
か
の
違
反
行
為

明
会
未
実
施
の
ケ
ー
ス
で
管

理
事
務
報
告
書
の
未
作
成
や

区
分
所
有
者
等
へ
の
未
交
付

も
あ
っ
た
場
合
は
と
も
に
三

十
日
の
業
務
停
止
。
そ
の
他
の

監
理
業
務
主
任
者
の
管
理
時

「
省
改
正

に
伴
う
措
置

が

メ

ー

ン

で
、
ほ
か
に

表
現
の
分
か

り
や
す
さ
や
用
語
の
統
一
を

図
っ
た
。
新
た
な
罰
則
強
化
の

基
準
変
更
を
す
る
わ
け
で
は

な
い
」
（
不
動
産
業
課
）
と
話

し
て
い
る
。
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞 

第834

号
よ
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未
作
成
は
業
務
停
止
７
日

月

次

報

告

書

面

265


